
（別表２）

業務項目 充　　　　実 標　　　　準 簡　　　　易

訪　　問

定　　義

月に一回は定期訪問。その他社長の必要な場合または事

務代理業務で必要な場合に適時訪問（事務代理処理の資

料関係は、郵送・ＦＡＸで足りるものはそれで処理）

事務代理業務で必要な場合に適時訪問（事務代理処理の

資料関係は、郵送・ＦＡＸで足りるものはそれで処理）

事務代理業務で必要な場合に適時訪問（事務代理処理の

資料関係は、郵送・ＦＡＸで足りるものはそれで処理）

相談業務

顧問契約に込み

（別途料金発生の場合あり）

顧問契約に込み

（別途料金発生の場合あり）

顧問契約に込み

（別途料金発生の場合あり）

労働基準法関係 顧問契約に込み 顧問契約に込み 別途請求

官庁調査対応 顧問契約に込み 顧問契約に込み 別途請求

就業規則等

規定類作成

顧問契約に込み

別途請求

改正情報は提供する。

別途請求

改正情報は提供する。

助成金 顧問契約に込み 別途請求 別途請求

新規適用 顧問契約に込み 別途請求 別途請求

年度更新 顧問契約に込み 顧問契約に込み 別途請求

算定基礎届 顧問契約に込み　 顧問契約に込み 別途請求

労災保険 顧問契約に込み（死亡災害時の対応は除く） 顧問契約に込み（死亡災害時の対応は除く） 顧問契約に込み（死亡災害時の対応は除く）

雇用保険 顧問契約に込み 顧問契約に込み 顧問契約に込み

健康保険 顧問契約に込み 顧問契約に込み 顧問契約に込み

厚生年金 顧問契約に込み 顧問契約に込み 顧問契約に込み（年金請求は除く）

扶養調書、健康保険証

更新等の隔年業務

顧問契約に込み 顧問契約に込み 別途請求

給与計算 別途請求 別途請求 別途請求

人事賃金制度

（退職金問題）

別途請求 別途請求 別途請求

充　　　　実 標　　　　準 簡　　　　易

４０，０００円（４２，０００円） ２０，０００円（２１，０００円） １５，０００円（１５，７５０円）

５０，０００円（５２，５００円） ２５，０００円（２６，２５０円） ２０，０００円（２１，０００円）

６０，０００円（６３，０００円） ３０，０００円（３１，５００円） ２５，０００円（２６，２５０円）

７０，０００円（７３，５００円） ３５，０００円（３６，７５０円） ３０，０００円（３１，５００円）

８０，０００円（８４，０００円） ４５，０００円（４７，２５０円） ３５，０００円（３６，７５０円）

１００，０００円（１０５，０００円） ６０，０００円（６３，０００円） ４５，０００円（４７，２５０円）

１１０，０００円（１１５，５００円） ７０，０００円（７３，５００円） ５５，０００円（５７，７５０円）

１３０，０００円（１３６，５００円） ９０，０００円（９４，５００円） ６５，０００円（６８，２５０円）

（平成１８年４月１日現在）

※３（　　）内は税込み金額です

※２　業務項目の内容は別紙の「主要業務内容」をご覧ください
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人数規模

4人以下

１０人以下

１５人以下

２０人以下

※１　人数は社会保険（健康保険・厚生年金）と労働保険（雇用保険・労災保険）の適用人数を言います。ただし、雇用保険のみの加入者は２分の１

人として、労災保険のみの加入者は、３分の１人としてカウントします。

３０人以下

５０人以下

１００人以下

１００人超 別途協議別途協議別途協議別途協議

７０人以下
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